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第１章 「中津市個別施設計画」の概要 

 

第１節 背景・目的 

 

高度経済成長期、全国的に急激な都市化と人口増加により、学校、公民館等の公共建築物や、

道路、上下水道等のインフラ資産（これらを総称して「公共施設等」という。）が整備されまし

た。これらの多くは、建設から 30 年以上が経過し、大規模な修繕や建替え等の時期を一斉に迎

えることになります。 

一方で、人口減少・少子高齢化社会への対応や社会保障費の増大は、地方公共団体にとって、

財政運営上の大きな課題となっており、現存する公共施設等を、現在と同じ規模で維持し続けて

いくことは困難な状況になっています。 

そのため、行政サービスの一つの形として、市民に安心して公共施設等を利用していただくに

は、財政負担の軽減・平準化や公共施設等の適正配置など、さらに一歩踏み込んだ、総合的な視

点で管理することが必要です。 

全国の多くの地方公共団体と同様に、本市もこのような課題に直面していることから、公共施

設等を健全な資産として次世代へ引き継ぐ道標とするべく、「中津市公共施設管理プラン」を平

成 29 年 3 月に策定しました。「中津市公共施設管理プラン」には、当市が保有する公共施設等の

総合的な管理について、基本的な方針を記載しています。 

「中津市個別施設計画」は、個別の公共施設等について、具体的な対策内容やその実施時期を

定めることが目的です。本市の各種関連計画と整合を図りながら、将来の人口規模や財政状況に

ふさわしい行政サービスが継続的に提供できるよう、本計画を策定するものです。 

 

 

 

第２節 計画の位置付け 

 

平成 29 年 3 月に策定した「中津市公共施設管理プラン」は、市政運営の基軸となる「なかつ

安心・元気・未来プラン 2017」（第五次中津市総合計画）を実現する礎として位置付けられる

「中津市行政サービス高度化プラン」に則して策定され、着実な推進を図るために、施設類型ご

とのアクションプラン（個別計画）の策定に取り組むこととしています。 

一方、国は「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月 29 日インフラ老朽化対策の推進

に関する関係省庁連絡会議決定）における地方版の「個別施設計画」を策定するよう、地方公共

団体へ要請しています。 

本計画は、次ページの図にあるように、「中津市公共施設管理プラン」を進捗させるためのア

クションプランであり、同時に、国の要請に基づいて策定される地方版の「個別施設計画」に位

置付けるものとします。 
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【中津市個別施設計画の位置付け】 

 

 
 

 

  

・中津市個別施設計画 

・中津市公営住宅等長寿命化計画 

・中津市学校施設長寿命化計画 

・中津市クリーンプラザ長期修繕計画 

・中津市水道ビジョン 2019 改訂版 

・中津市橋梁長寿命化修繕計画 

・（ほか各種個別の計画） 
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第３節 計画の対象 

 

１．本計画で対象とする施設 

本計画では、「中津市公共施設管理プラン」に掲げる公共施設（公共建築物）のうち、一般

会計に属する以下の施設を対象とします。 

 

大分類 中分類 

市民文化系施設 集会所／公民館／老人憩の家／その他集会施設／文化施設 

社会教育系施設 図書館／文化財／博物館・資料館等 

スポーツ・レクリエ

ーション系施設 

競技場・サッカー場／野球場／ゲートボール場／武道場／体育館／プール

／その他体育施設／宿泊施設・温泉施設等／キャンプ場／その他観光施設 

子育て支援施設 保育所／児童クラブ／児童館 

保健・福祉施設 
保健センター／老人福祉センター／老人ホーム・介護支援施設／社会福祉

施設 

産業系施設 加工施設／直売所 

行政系施設等 庁舎／消防庁舎／その他行政系施設／火葬場 

 

 

２．本計画で対象としない施設 

上記の表に含まれない、学校教育系施設、幼稚園、公営住宅、公園、清掃施設、上下水道、

橋りょう等は、それぞれの所管部署において別途、長寿命化計画を策定しており、それらを施

設類型ごとの「個別施設計画」として位置付けるものとします。 

 

 

 

３．小規模建物の取り扱い 

小規模な建物は、一般的に将来の財政負担が小さいとされており、不具合が発生する都度対

応する「事後保全」型の維持管理で対応が可能と考えられるため、「学校施設の長寿命化計画

策定に係る解説書」（文部科学省 平成 29 年 3 月 29 日）を参考に、200 ㎡未満のものは対象

外とします。 
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第 4節 「中津市公共施設管理プラン」における基本的な方針 

前節で掲げた公共施設の管理に関する基本方針は、「中津市公共施設管理プラン」において以

下のように定めたところです。本計画では、これらの基本方針を基準に、具体的な対応内容を検

討するものとします。 

 

１．市民文化系施設 

【区分「集会所」】 

○地域の特性や近隣の類似機能の集積等を勘案しながら、自治会等への譲渡の取り組みを進め

ます。 

○指定避難所となっている施設は、「中津市地域防災計画」に沿いながら、防災機能の確保に

ついて十分に配慮します。 

 

【区分「公民館」】 

○老朽化等により更新が必要になった場合は、「中津市地域防災計画」に沿いながら、防災機

能の確保について十分に配慮するとともに、多世代交流の促進等の観点と施設総量圧縮の観

点から、他の公共施設との複合化を検討します。 

○地区公民館は、地域の特性や近隣の類似機能の集積等を勘案しながら、自治会等への譲渡等

の取り組みを検討します。 

 

 

【区分「老人憩の家」】 

○地域の特性や近隣の類似機能の集積等を勘案しながら、自治会等への譲渡の取り組みや他の

公共施設への複合化を検討します。 

 

 

【区分「その他集会施設」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

 

 

【区分「文化施設」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。 
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２．社会教育系施設 

【区分「図書館」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

 

 【区分「文化財」】 

 ○文化振興を図る観点から、長寿命化を図るとともに適切な維持管理を行い、財政負担の抑制

を徹底します。 

 

 【区分「博物館・資料館等」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

○利用を休止している施設は、危険度や財政状況を勘案しながら解体を行います。 

 

 

 

３．スポーツ・レクリエーション系施設（スポーツ施設） 

 【区分「競技場・サッカー場」】 

○スポーツ振興や経済波及効果創出の観点に立ち、拠点となる施設は、財政負担を抑制しなが

ら、各種大会の開催に必要な施設水準の確保に努めます。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、各施設の利用状況や競技人口、地理的

状況等を勘案しながら、施設機能の必要性等を幅広く検討し、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

 

 【区分「野球場」】 

 ○スポーツ振興や経済波及効果創出の観点に立ち、拠点となる施設は、財政負担を抑制しなが

ら、各種大会の開催に必要な施設水準の確保に努めます。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、各施設の利用状況や競技人口、地理的

状況等を勘案しながら、施設機能の必要性等を幅広く検討し、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

 

 【区分「ゲートボール場」】 

 ○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、競技人口等も考慮しつつ、施設機能の

必要性を検討した上で簡易的な施設に置き換えるなど、財政負担の抑制を徹底します。 

○利用を休止している施設は、危険度や財政状況を勘案しながら、解体を行います。 
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 【区分「武道場」】 

 ○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設総量圧縮の観点から、各施設の利

用状況や競技人口、地理的状況等を勘案しながら、集約化を検討します。 

 

 【区分「体育館」】 

○スポーツ振興や経済波及効果創出の観点に立ち、拠点となる施設は、財政負担を抑制しなが

ら、各種大会の開催に必要な施設水準の確保に努めます。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設総量圧縮の観点から、各施設の利

用状況や競技人口、地理的状況等を勘案しながら、集約化や学校体育館との共用を検討しま

す。 

 

【区分「プール」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、各施設の利用状況や競技人口、地理的

状況等を勘案しながら、施設機能の必要性や他市施設の利用等も幅広く検討し、財政負担の

抑制を徹底します。 

 

 【区分「その他体育施設」】 

 ○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、各施設の利用状況や競技人口、地理的

状況等を勘案しながら、施設機能の必要性や他の公共施設との複合化等を幅広く検討し、公

共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底します。 

 

４．スポーツ・レクリエーション系施設（レクリエーション（観光）系施設） 

 【区分「宿泊施設・温泉施設等」】 

○民間による類似サービスが提供されていることから、行政としてのサービス提供を継続する

べきか、指定管理者制度による効果的なサービス提供が可能かなど、経営のあり方を検討し

ます。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性等を幅広く検討し、

公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底します。 

 

 

 

【区分「キャンプ場」】 

○行政としてのサービス提供を継続するべきか、指定管理者制度による効果的なサービス提供

ができているかなど、経営のあり方を検討し、民間譲渡が適切と判断できる施設は、売却の

取り組みを進めます。 
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【区分「その他観光施設」】 

○戦略的に取り組んでいる山国川の上・下流域を一体とした「中津耶馬渓ブランド」を確立

し、観光客の満足度を向上させるため、機能水準の維持に努めます。 

○利用を休止している施設は、売却の取り組みを進めます。 

 

 

 

５．子育て支援施設 

【区分「保育所」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、子どもの数や待機児童数の推移、私立

認可保育施設の整備や認可外保育施設の認可化の状況等を勘案しながら、民間活力の導入と

他の公共施設の活用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担

の抑制を徹底します。 

 

【区分「児童クラブ」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、他の公共施設の活用等を幅広く検討

し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底します。 

 

【区分「児童館」】 

○他の子育て支援施設整備計画との棲み分けやニーズ分析等を行った上で施設機能の必要性を

幅広く検討し、財政負担の抑制を徹底します。 

 

 

６．保健・福祉施設 

【区分「保健センター」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設総量圧縮の観点から、他の公共施

設との複合化を検討します。 

 

 

【区分「老人福祉センター」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設総量圧縮の観点から、他の公共施

設との複合化を検討します。 

○地元団体等への譲渡が適正と判断できる施設（中津市耶馬溪高齢者センター）は、譲渡の取

り組みを進めます。 
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【区分「老人ホーム・介護支援施設」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設との

複合化等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底

します。  

 

 

【区分「社会福祉施設」】 

○施設の利用状況を勘案し、利用団体への譲渡が適切と判断できる施設は、譲渡の取り組みを

進めます。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。  

 

 

７．産業系施設 

【区分「加工施設」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、利用状況や地理的状況等をふまえ、施

設機能の必要性や他の公共施設との複合化等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合

であっても、財政負担の抑制を徹底します。 

○地元団体等への譲渡が適正と判断できる施設は、譲渡の取り組みを進めます。 

○当初の設置目的どおりの利用が見込めない施設は、廃止を検討します。 

 

 

 

【区分「直売所」】 

○地域の産業振興および観光振興施設としての役割を勘案しつつ、指定管理者制度による効果

的なサービス提供ができているかなど、経営のあり方を検討します。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設との

複合化等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底

します。 

○民間譲渡が適切と判断できる施設は、売却の取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 



 

10 

 

８．行政系施設・供給処理施設 

【区分「庁舎」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、災害発生時の対策拠点として必要な施

設機能を検討するとともに、施設総量圧縮の観点から、更新時には他の公共施設との複合化

も検討します。 

○他の施設に機能移転が考えられる施設は、廃止を検討します。 

 

 

【区分「消防庁舎」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、消防・救急体制の維持に必要な機能

と、災害発生時の対策拠点として必要な施設機能を検討し、財政負担の抑制を徹底します。 

 

 

【区分「その他行政系施設」】 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設機能の必要性や他の公共施設の活

用等を幅広く検討し、公共施設として更新する場合であっても、財政負担の抑制を徹底しま

す。 

 

 

【区分「火葬場」】 

○日常の運転管理と適切な定期点検により現状把握を行い、予防保全による長寿命化を図りま

す。 

○老朽化等により大規模修繕等が必要になった場合は、施設総量圧縮の観点から、中長期的な

火葬者数の推計や地理的状況を勘案しながら、集約化を検討します。 
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第２章 施設の現状把握 

 

第１節 劣化状況の把握方法 

 

具体的な対応内容を検討するにあたり、対象施設の劣化状況を把握する必要があります。そこ

で、劣化状況の把握は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（文部科学省 平成 29 年

3 月 29 日）で示された手順に沿うものとします。 

 

１．診断の対象 

診断は、「屋根・屋上」、「外壁」、「内部仕上」、「電気設備」、「機械設備」の 5 つに分けて

実施します。なお、「内部仕上」とは、建具、照明器具、空調、トイレ等を指します。 

 

２．診断の方法 

「屋根・屋上」、「外壁」の診断は、目視により行います。 

「内部仕上」、「電気設備」、「機械設備」の診断は、経過年数により行います。 

 

３．評価の方法 

評価は以下の手順で行います。 

①Ａ～Ｄの 4 段階で行い、100 点満点で数値化 

②5 つの部位ごとにコスト配分の係数を乗じる 

③総和をコスト配分係数の合計値で割ったものを「健全度」とする（100 点満点） 

 

 

「屋根・屋上」・「外壁」 目視による評価基準 

評価 基準 配点 

Ａ 概ね良好  100 点 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 75 点 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 40 点 

Ｄ 随所、広範囲に著しい劣化（安全上、機能上、問題あり）、要対応 10 点 

 

 

「内部仕上」、「電気設備」、「機械設備」 経過年数による評価基準 

評価 基準 配点 

Ａ 20 年未満 100 点 

Ｂ 20～40 年未満 75 点 

Ｃ 40 年以上 40 点 

Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象あり 10 点 
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【部位のコスト配分】            【健全度の算出イメージ】 

部位 コスト配分 

１ 屋根・屋上 5.1 

２ 外壁 17.2 

３ 内部仕上げ 22.4 

４ 電気設備 8.0 

５ 機械設備 7.3 

 60.0 

 

 

第２節 施設の劣化状況等 

対象施設の劣化状況（100 点を満点とする健全度）や運営に係る収支状況（令和元年度におけ

る赤字額）等は、「別表１」のとおりです。 

施設類型ごとに、築年度の古い順に掲載しています。 
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別
表
１

　
施

設
の

劣
化

状
況

等
（

施
設

類
型

ご
と

・
築

年
度

の
古

い
順

）

１
．

市
民

文
化

系
施

設

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
南

部
ま

ち
な

み
交

流
館

1
8
2
8
番

地
（

諸
町

）
1
9
3
7

S
1
2

木
造

2
4
3
.8

1
1

0
0

△
 4

,9
2
2

そ
の

他
集

会
施

設

2
西

谷
地

区
公

民
館

（
旧

校
舎

分
）

本
耶

馬
渓

町
西

谷
2
8
1
0
番

地
2

1
9
5
2

S
2
7

木
造

7
2
8
.7

3
2

1
△

 1
,2

4
3

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
樋

田
地

区
公

民
館

本
耶

馬
渓

町
樋

田
2
7
7
番

地
2

1
9
5
7

S
3
2

木
造

2
6
9
.0

0
3

1
△

 8
1
4

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

4
ま

な
び

ん
館

中
央

町
1
丁

目
3
番

4
5
号

1
9
7
1

S
4
6

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

7
8
4
.2

5
5

8
△

 5
,6

7
9

そ
の

他
集

会
施

設
臨

時
避

難
場

所

5
耶

馬
溪

公
民

館
「

サ
ニ

ー
ホ

ー
ル

」

（
公

民
館

分
）

耶
馬

溪
町

大
字

柿
坂

5
2
0
番

地
1
9
7
3

S
4
8

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,7

6
7
.0

0
2

9
△

 1
5
,2

2
0

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

6
耶

馬
溪

公
民

館
「

サ
ニ

ー
ホ

ー
ル

」

（
文

化
ホ

ー
ル

分
）

耶
馬

溪
町

大
字

柿
坂

1
3
8
番

地
1

1
9
7
3

S
4
8

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,4

4
1
.0

0
2

9
ー

公
民

館

7
深

耶
馬

地
区

公
民

館
耶

馬
溪

町
大

字
深

耶
馬

2
9
5
2
番

地
1
9
7
4

S
4
9

木
造

2
5
2
.0

0
4

0
△

 5
4
7

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

8
槻

木
交

流
セ

ン
タ

ー
山

国
町

槻
木

1
0
7
5
番

地
1
9
7
4

S
4
9

鉄
骨

造
6
8
0
.0

0
5

3
2
9
4

集
会

所
避

難
場

所
（

一
次

）

9
屋

形
地

区
公

民
館

本
耶

馬
渓

町
東

屋
形

5
1
0
番

地
1
9
7
5

S
5
0

鉄
骨

造
4
2
9
.0

0
3

1
△

 4
2
8

公
民

館

1
0

山
移

地
区

公
民

館
耶

馬
溪

町
大

字
山

移
3
3
2
6
番

地
1

1
9
7
6

S
5
1

木
造

3
4
3
.0

0
4

0
△

 8
3
4

公
民

館
臨

時
避

難
場

所

1
1

犬
丸

集
会

所
犬

丸
6
4
6
番

地
1
9
7
7

S
5
2

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

3
3
8
.2

2
7

0
△

 3
4

集
会

所
臨

時
避

難
場

所

1
2

中
津

文
化

会
館

豊
田

町
1
4
番

地
3
8

1
9
7
8

S
5
3

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
,2

1
4
.7

4
5

6
△

 5
1
,1

4
8

文
化

施
設

臨
時

避
難

場
所

1
3

三
光

公
民

館
三

光
成

恒
4
3
7
番

地
2

1
9
8
0

S
5
5

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,2

4
3
.3

4
3

4
△

 7
,8

5
2

公
民

館

1
4

西
谷

地
区

公
民

館

（
体

育
館

分
）

本
耶

馬
渓

町
西

谷
2
8
1
0
番

地
2

1
9
8
1

S
5
6

鉄
骨

造
6
8
7
.8

6
6

2
ー

公
民

館

1
5

老
人

憩
の

家
（

新
大

塚
）

大
塚

7
1
7
番

地
1
9
8
2

S
5
7

木
造

2
0
5
.5

9
7

1
△

 5
9
5

老
人

憩
の

家
臨

時
避

難
場

所

1
6

下
郷

地
区

公
民

館
耶

馬
溪

町
大

字
大

島
1
2
6
番

地
1
9
8
3

S
5
8

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
3
0
.0

0
7

5
△

 1
,2

6
4

公
民

館

1
7

本
耶

馬
渓

公
民

館
本

耶
馬

渓
町

曽
木

1
8
0
0
番

地
1
9
8
6

S
6
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,2

0
4
.0

0
6

5
△

 4
,5

1
6

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

1
8

和
田

公
民

館
定

留
1
7
7
6
番

地
1

1
9
8
8

S
6
3

木
造

3
6
5
.4

2
6

2
△

 3
,1

2
3

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）
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N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
9

新
博

多
町

交
流

セ
ン

タ
ー

1
5
2
4
番

地
（

京
町

）
1
9
9
0

H
2

鉄
骨

造
8
1
4
.8

9
7

5
△

 6
,1

1
2

そ
の

他
集

会
施

設

2
0

城
井

地
区

公
民

館
耶

馬
溪

町
大

字
平

田
1
4
1
8
番

地
1

1
9
9
1

H
3

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
1
6
.0

0
7

5
△

 1
,2

1
0

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
1

中
摩

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
山

国
町

中
摩

3
2
3
0
番

地
1

1
9
9
1

H
3

木
造

3
2
2
.0

5
7

5
△

 8
7

集
会

所
臨

時
避

難
場

所

2
2

沖
代

公
民

館
沖

代
町

1
丁

目
6
番

5
2
号

1
9
9
2

H
4

木
造

6
1
4
.7

8
7

5
△

 3
,1

4
1

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
3

北
部

公
民

館
角

木
4
6
9
番

地
1

1
9
9
3

H
5

木
造

5
7
1
.6

9
7

5
△

 3
,4

0
3

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
4

豊
田

公
民

館
上

宮
永

2
9
番

地
1

1
9
9
3

H
5

木
造

6
4
4
.8

3
7

5
△

 3
,3

2
9

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
5

津
民

地
区

公
民

館
耶

馬
溪

町
大

字
大

野
1
0
8
3
番

地
1
9
9
4

H
6

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
0
9
.0

0
7

5
△

 7
7
8

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
6

コ
ア

や
ま

く
に

山
国

町
守

実
1
3
0
番

地
1
9
9
5

H
7

鉄
骨

造
6
,2

4
6
.2

3
7

2
△

 4
2
,9

1
7

文
化

施
設

避
難

場
所

（
一

次
）

2
7

南
部

公
民

館
1
4
6
8
番

地
（

京
町

）
1
9
9
6

H
8

木
造

5
9
1
.2

6
7

5
△

 3
,3

7
9

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

2
8

リ
ル

・
ド

リ
ー

ム
宮

島
町

7
番

地
2
0
0
3

H
1
5

木
造

4
6
1
.8

3
1

0
0

△
 1

0
0

文
化

施
設

2
9

真
坂

活
性

化
セ

ン
タ

ー
三

光
佐

知
2
2
8
番

地
1

2
0
0
4

H
1
6

木
造

2
6
1
.7

6
9

3
△

 1
9

集
会

所
臨

時
避

難
場

所

3
0

老
人

憩
の

家
（

米
山

）
蛎

瀬
1
3
2
1
番

地
6

2
0
0
5

H
1
7

木
造

2
9
4
.8

0
1

0
0

△
 6

1
5

老
人

憩
の

家
臨

時
避

難
場

所

3
1

中
津

市
教

育
福

祉
セ

ン
タ

ー
沖

代
町

1
丁

目
1
番

1
1
号

2
0
0
6

H
1
8

木
造

1
,4

5
4
.3

8
9

8
△

 6
,5

8
2

そ
の

他
集

会
施

設
臨

時
避

難
場

所

3
2

槻
木

交
流

セ
ン

タ
ー

山
国

町
槻

木
1
0
7
5
番

地
2
0
0
6

H
1
8

木
造

2
4
3
.4

4
9

3
ー

集
会

所
避

難
場

所
（

一
次

）

3
3

三
保

交
流

セ
ン

タ
ー

福
島

1
9
0
2
番

地
2
0
0
7

H
1
9

木
造

5
8
5
.6

7
1

0
0

△
 1

,1
9
7

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
4

鶴
居

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
相

原
3
7
4
0
番

地
1

2
0
1
0

H
2
2

木
造

6
4
0
.9

9
1

0
0

△
 2

,0
0
5

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
5

大
幡

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
大

貞
3
7
1
番

地
4
0
3

2
0
1
0

H
2
2

木
造

6
9
4
.7

7
1

0
0

△
 2

,4
0
4

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
6

小
楠

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
一

ツ
松

2
5
1
番

地
2
0
1
3

H
2
5

木
造

6
9
9
.2

8
1

0
0

△
 1

,0
1
4

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
7

今
津

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
植

野
1
9
7
2
番

地
1

2
0
1
4

H
2
6

木
造

6
3
8
.6

7
1

0
0

△
 3

,4
3
8

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）

3
8

如
水

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
合

馬
4
7
9
番

地
1

2
0
1
5

H
2
7

木
造

6
6
7
.3

9
1

0
0

△
 3

,0
9
0

公
民

館
避

難
場

所
（

一
次

）
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２

．
社

会
教

育
系

施
設

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
東

谷
文

化
財

整
理

室

（
旧

校
舎

分
）

本
耶

馬
渓

町
東

谷
2
2
8
4
番

地
1
9
5
4

S
2
9

木
造

6
4
5
.9

2
2

9
△

 5
9

博
物

館
・

資
料

館
等

2
定

留
文

化
財

整
理

場


定
留

1
9
5
6
番

地
1

1
9
7
0

S
4
5

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
6
2
.1

4
2

9
△

 3
6

博
物

館
・

資
料

館
等

3
福

澤
記

念
館

5
8
6
番

地
（

留
守

居
町

）
1
9
7
5

S
5
0

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
8
7
.6

2
6

0
△

 9
,4

7
0

博
物

館
・

資
料

館
等

4
東

谷
文

化
財

整
理

室

（
体

育
館

分
）

本
耶

馬
渓

町
東

谷
2
2
8
4
番

地
1
9
7
6

S
5
1

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸﾘ

ｰ
ﾄ

5
5
1
.6

6
2

9
ー

博
物

館
・

資
料

館
等

5
木

村
記

念
美

術
館

本
館

1
3
6
6
番

地
3
（

片
端

町
）

1
9
8
7

S
6
2

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

3
8
2
.4

9
7

2
△

 5
,4

9
2

博
物

館
・

資
料

館
等

6
小

幡
記

念
図

書
館

1
3
6
6
番

地
1
（

片
端

町
）

1
9
9
2

H
4

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

2
,8

9
2
.4

6
7

9
△

 9
9
,1

5
0

図
書

館
臨

時
避

難
場

所

7
耶

馬
溪

風
物

館
本

耶
馬

渓
町

曽
木

2
1
9
3
番

地
1

1
9
9
2

H
4

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸﾘ

ｰ
ﾄ

6
4
0
.5

0
7

5
△

 7
,6

0
6

博
物

館
・

資
料

館
等

8
新

中
津

市
学

校
1
3
8
5
番

地
（

殿
町

）
2
0
1
9

R
1

木
造

4
0
3
.8

5
1

0
0

△
 1

9
,7

2
0

文
化

財

9
中

津
市

歴
史

博
物

館
1
2
9
0
番

地
（

三
ノ

丁
）

2
0
1
9

R
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

2
,6

8
7
.8

4
1

0
0

△
 3

9
,9

3
9

博
物

館
・

資
料

館
等
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３
．

ス
ポ

ー
ツ

・
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
系

施
設

（
ス

ポ
ー

ツ
施

設
）

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
錬

心
館

1
2
8
5
番

地
1
（

三
ノ

丁
）

1
9
4
1

S
1
6

木
造

4
5
7
.0

0
6

7
△

 5
4
9

武
道

場

2
今

津
柔

道
場

植
野

1
9
6
9
番

地
1

1
9
5
8

S
3
3

鉄
骨

造
4
8
6
.0

0
4

0
△

 1
0
0

武
道

場

3
中

津
市

民
プ

ー
ル

（
管

理
棟

分
）

1
2
5
7
番

地
6
（

二
ノ

丁
）

1
9
7
2

S
4
7

鉄
骨

造
3
0
4
.0

7
4

0
△

 7
,9

3
0

プ
ー

ル

4
中

津
市

民
プ

ー
ル

（
観

覧
席

分
）

1
2
5
7
番

地
6
（

二
ノ

丁
）

1
9
7
2

S
4
7

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
6
4
.9

0
4

0
ー

プ
ー

ル

5
中

津
体

育
セ

ン
タ

ー
豊

田
町

1
4
番

地
3
8

1
9
8
4

S
5
9

鉄
骨

造
1
,7

5
8
.2

4
4

5
△

 1
0
,6

1
4

体
育

館
臨

時
避

難
場

所

6
禅

海
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
本

耶
馬

渓
町

曽
木

1
8
0
0
番

地
1
9
8
4

S
5
9

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,3

4
2
.4

4
7

5
△

 7
,7

2
5

体
育

館
臨

時
避

難
場

所

7
コ

ロ
ナ

体
育

館
「

や
ま

く
に

ス
ポ

ー
ツ

パ
ー

ク
体

育
館

」

（
山

国
若

者
定

住
環

境
整

備
モ

デ
ル

施
設

）
山

国
町

平
小

野
1
6
7
番

地
1
9
8
6

S
6
1

木
造

8
1
4
.7

9
8

4
△

 4
,1

2
6

体
育

館
避

難
場

所
（

一
次

）

8
耶

馬
溪

海
洋

セ
ン

タ
ー

体
育

館

（
体

育
館

分
）

耶
馬

溪
町

大
字

大
島

2
2
8
6
番

地
1

1
9
8
6

S
6
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,7

1
6
.1

6
8

4
△

 6
,4

0
0

体
育

館

9
耶

馬
溪

海
洋

セ
ン

タ
ー

プ
ー

ル

（
上

屋
付

プ
ー

ル
分

）
耶

馬
溪

町
大

字
大

島
2
2
8
6
番

地
1

1
9
8
6

S
6
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

8
3
3
.1

1
7

5
△

 4
,7

7
9

プ
ー

ル

1
0

裏
耶

馬
溪

屋
内

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場
耶

馬
溪

町
大

字
金

吉
2
5
7
4
番

地
1

1
9
9
0

H
2

鉄
骨

造
4
5
6
.4

8
7

5
△

 4
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

1
1

深
耶

馬
体

育
館

耶
馬

溪
町

大
字

深
耶

馬
1
5
2
5
番

地
1
9
9
2

H
4

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
7
8
.8

5
7

5
△

 2
6
4

体
育

館
臨

時
避

難
場

所

1
2

中
津

市
弓

道
場

・
ア

ー
チ

ェ
リ

ー
場

高
瀬

8
6
0
番

地
3

1
9
9
4

H
6

木
造

4
8
6
.6

0
7

5
△

 2
,4

3
9

そ
の

他
体

育
施

設

1
3

ふ
れ

あ
い

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

中
央

町
1
丁

目
1
0
番

2
8
号

1
9
9
6

H
8

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
4
5
.9

3
7

5
△

 5
,3

9
8

体
育

館

1
4

中
津

東
体

育
館

是
則

9
5
7
番

地
4
3

1
9
9
7

H
9

鉄
骨

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

9
4
0
.0

5
7

5
△

 8
,8

5
3

体
育

館
臨

時
避

難
場

所

1
5

永
添

運
動

公
園

永
添

2
0
6
5
番

地
1

1
9
9
9

H
1
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,3

8
2
.7

6
1

0
0

△
 1

9
,2

3
9

競
技

場

1
6

本
耶

馬
渓

武
道

場
本

耶
馬

渓
町

跡
田

1
8
2
番

地
3

2
0
0
1

H
1
3

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

8
5
0
.9

3
1

0
0

△
 6

6
武

道
場

1
7

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

ア
リ

ー
ナ

大
貞

3
7
7
番

地
1

2
0
0
7

H
1
9

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
,9

7
8
.9

3
1

0
0

△
 8

9
,0

2
6

体
育

館
臨

時
避

難
場

所

1
8

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

ス
タ

ジ
ア

ム
加

来
2
2
8
3
番

地
2
7

2
0
1
5

H
2
7

鉄
骨

造
2
,7

0
3
.8

3
1

0
0

△
 1

1
,5

4
2

体
育

館

1
9

永
添

運
動

公
園

永
添

2
0
6
5
番

地
1

2
0
1
6

H
2
8

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

3
3
2
.0

0
1

0
0

ー
競

技
場
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４

．
ス

ポ
ー

ツ
・

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

系
施

設
（

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

（
観

光
）

系
施

設
）

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
青

少
年

旅
行

村
駐

車
場

・
プ

ー
ル

耶
馬

溪
町

大
字

金
吉

2
7
1
0
番

地
1
9
7
2

S
4
7

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

6
6
8
.1

0
1

0
5

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

2
耶

馬
溪

グ
リ

ー
ン

パ
ー

ク
広

場
施

設
耶

馬
溪

町
大

字
大

野
3
8
9
7
番

地
1
9
7
8

S
5
3

木
造

3
5
5
.3

5
1

0
0

そ
の

他
観

光
施

設

3
洞

門
キ

ャ
ン

プ
場

本
耶

馬
渓

町
曽

木
4
5
9
番

地
9

1
9
7
9

S
5
4

木
造

2
0
2
.5

0
6

6
△

 9
0
7

キ
ャ

ン
プ

場

4
耶

馬
ト

ピ
ア

本
耶

馬
渓

町
曽

木
2
1
9
3
番

地
1

1
9
9
1

H
3

木
造

5
3
6
.0

6
6

2
△

 4
,7

4
0

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

5
奥

耶
馬

溪
憩

の
森

キ
ャ

ン
プ

場
山

国
町

守
実

2
8
6
5
番

地
1
9
9
1

H
3

木
造

2
5
7
.9

8
7

5
△

 2
,6

1
2

キ
ャ

ン
プ

場

6
西

谷
農

村
公

園
「

西
谷

温
泉

」

（
ふ

れ
あ

い
交

流
セ

ン
タ

ー
分

）
本

耶
馬

渓
町

西
谷

1
4
4
8
番

地
1
9
9
4

H
6

鉄
骨

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸﾘ

ｰ
ﾄ

6
9
2
.2

5
6

5
△

 4
,5

1
4

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

7
西

谷
農

村
公

園
「

西
谷

温
泉

」

（
研

修
棟

分
）

本
耶

馬
渓

町
西

谷
1
4
4
8
番

地
2
0
0
0

H
1
2

木
造

3
3
1
.3

5
9

1
―

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

8
八

面
山

交
流

拠
点

施
設

ふ
る

さ
と

回
想

館

「
八

面
山

荘
」

三
光

田
口

3
5
7
2
番

地
4

2
0
0
0

H
1
2

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
2
8
.6

3
9

1
△

 4
,0

1
5

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

9
や

す
ら

ぎ
の

郷
や

ま
く

に
温

泉
施

設
山

国
町

大
字

藤
野

木
1
2
番

地
1

2
0
0
3

H
1
5

木
造

1
,8

7
3
.9

4
1

0
0

△
 6

,4
8
5

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

1
0

深
耶

馬
温

泉
館

「
も

み
じ

の
湯

」
耶

馬
溪

町
大

字
深

耶
馬

2
9
4
1
番

地
2
0
0
4

H
1
6

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

6
7
6
.2

6
9

3
△

 9
,7

9
7

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

臨
時

避
難

場
所

1
1

や
か

た
地

区
交

流
拠

点
施

設

「
や

か
た

田
舎

の
学

校
」

本
耶

馬
渓

東
屋

形
5
1
0
番

地
2
0
0
6

H
1
8

木
造

6
4
5
.9

1
9

3
△

 2
,2

0
7

宿
泊

・
温

泉
施

設
等

避
難

場
所

（
一

次
）

1
2

深
耶

馬
溪

公
共

駐
車

場
・

観
光

案
内

所
耶

馬
溪

町
大

字
深

耶
馬

3
1
5
5
番

地
7

2
0
1
5

H
2
7

木
造

2
5
1
.6

0
1

0
0

△
 4

,1
3
1

そ
の

他
観

光
施

設
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５

．
子

育
て

支
援

施
設

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
第

二
保

育
所

上
宮

永
3
3
5
番

地
1
9
7
2

S
4
7

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

5
1
7
.3

3
6

2
△

 1
3
,6

0
6

保
育

所
臨

時
避

難
場

所

2
津

民
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
耶

馬
溪

町
大

字
大

野
1
3
6
8
番

地
1

1
9
7
4

S
4
9

木
造

3
1
5
.9

1
4

0
△

 3
,3

1
7

児
童

ク
ラ

ブ

3
第

三
保

育
所

伊
藤

田
2
9
4
1
番

地
1
9
7
6

S
5
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

7
3
6
.5

6
6

8
△

 8
,1

1
9

保
育

所
臨

時
避

難
場

所

4
大

幡
児

童
ク

ラ
ブ

大
貞

3
7
1
番

地
1
1
1

1
9
7
7

S
5
2

木
造

3
8
7
.9

3
1

0
0

△
 1

3
,1

9
3

児
童

ク
ラ

ブ

5
第

五
保

育
所

高
瀬

1
0
5
3
番

地
1

1
9
7
8

S
5
3

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
4
7
.4

7
8

1
△

 1
0
,2

9
8

保
育

所
臨

時
避

難
場

所

6
下

郷
保

育
所

耶
馬

溪
町

大
字

樋
山

路
3
番

地
1

1
9
8
4

S
5
9

木
造

5
4
4
.7

7
4

9
△

 8
,6

3
0

保
育

所

7
山

口
保

育
所

三
光

成
恒

4
3
7
番

地
1

1
9
9
5

H
7

木
造

4
5
1
.9

2
8

4
△

 1
1
,7

1
8

保
育

所

8
八

千
代

保
育

園
本

耶
馬

渓
町

樋
田

8
2
番

地
1

1
9
9
7

H
9

木
造

4
5
7
.1

5
6

9
△

 8
2
,0

3
1

保
育

所

9
溝

部
保

育
所

山
国

町
吉

野
3
2
4
番

地
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造

2
6
1
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△

 3
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育
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0
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育

所
三

光
西
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9
7
番

地
1
9
9
9
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1
1

木
造

4
2
1
.7

5
6

9
△
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,6

7
1

保
育

所

1
1

真
坂
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育

所
三

光
臼

木
4
5
6
番

地
2
0
0
0
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1
2

木
造

4
0
1
.2

4
7

5
△

 1
1
,2
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6
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所

1
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豊
田
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童
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0
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地
1
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0
1
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木
造

2
2
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0
1

0
0

△
 1

0
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児
童
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ラ
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村
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1
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0
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地
1
（

殿
町
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0
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造
5
7
5
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1

0
0

△
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６

．
保

健
・

福
祉

施
設

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積

（
㎡

）

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
三

保
文

化
セ

ン
タ

ー
伊

藤
田

2
9
8
3
番

地
2

1
9
7
9

S
5
4

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

6
3
2
.6

4
6

7
△

 1
3
,4

3
2

社
会

福
祉

施
設

臨
時

避
難

場
所

2
鶴

居
文

化
セ

ン
タ

ー
高

瀬
1
0
4
2
番

地
1
9
8
0

S
5
5

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,5

4
3
.8

5
5

3
△

 6
,5

2
1

社
会

福
祉

施
設

避
難

場
所

（
一

次
）

3
中

津
市

山
国

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

山
国

町
守

実
1
6
6
番

地
4

1
9
8
3

S
5
8

木
造

3
0
1
.0

0
6

4
△

 1
3
9

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

臨
時

避
難

場
所

4
中

津
市

本
耶

馬
渓

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
居

住
棟

分
）

本
耶

馬
渓

町
折

元
1
2
4
7

1
9
9
1

H
3

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

4
4
8
.2
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2
△
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2

老
人

ホ
ー

ム

介
護

支
援

施
設
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中

津
市

本
耶

馬
渓

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
デ

イ
サ

ー
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ン
タ

ー
分
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耶
馬
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元

1
2
4
7

1
9
9
1
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3

鉄
筋
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ﾝ
ｸ
ﾘ
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ﾄ
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ー
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介
護
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市
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△
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介
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齢
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△
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光
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光
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ﾄ
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△
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△
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．
産

業
系
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設

N
o

施
設
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地
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年
度

(西
暦
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年
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(和
暦

)
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造
延
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（
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全
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収
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字

額

（
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所
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1
地

場
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作
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国
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3
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直
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所
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耶

馬
溪

交
流
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ラ
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駅
」

耶
馬

溪
町

大
字

大
島
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4
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地
1

2
0
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8
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2
0

木
造

2
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8
.7
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1
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所
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1
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0
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2
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造

2
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4
.4
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1

0
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所
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ﾘ
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ﾄ

3
9
4
.9

4
1

0
0

ー
直

売
所



 

21 

 

  
８

．
行

政
系

施
設

・
供

給
処

理
施

設

N
o

施
設

名
称

所
在

地
築

年
度
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暦

)

築
年

度

(和
暦

)
構

造
延

床
面

積
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健
全
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0

0
点

満
点
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収
支

赤
字

額

（
千

円
）

中
分

類
避

難
場

所
区

分

1
中

津
市

庁
舎

分
室

島
田
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0
6
番

地
1

1
9
4
7

S
2
2

木
造

3
2
2
.8

0
4

3
△
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,5
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4

庁
舎
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三

光
支

所
三

光
原

口
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地
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1
9
7
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鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,2

6
4
.8

5
5

3
△

 1
2
,6

7
7

庁
舎
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消

防
署

耶
馬

溪
分
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庁

舎
耶

馬
溪

町
大

字
大

島
2
2
1
6
番

地
1

1
9
7
4

S
4
9

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

2
8
0
.5

5
7

7
△

 1
,8

9
7

消
防

庁
舎

4
消

防
本

部
・

消
防

署
庁

舎
上

宮
永

3
6
4
番

地
1
9
7
6

S
5
1

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

1
,2

9
3
.3
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6

0
△
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5
,6

5
9

消
防

庁
舎

5
耶

馬
溪

支
所

（
庁

舎
分

）
耶

馬
溪

町
大

字
柿

坂
1
3
8
番

地
1

1
9
8
0

S
5
5

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

2
,6

6
6
.0

0
5

2
△
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1
,3

4
1

庁
舎

6
耶

馬
溪

支
所
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旧

保
健

セ
ン

タ
ー
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）
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馬

溪
町

大
字

柿
坂
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3
8
番

地
1

1
9
8
0
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5
5

鉄
筋

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

3
1
4
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5

2
ー

庁
舎
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中

津
市

庁
舎
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庁

舎
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）
豊

田
町

1
4
番

地
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1
9
8
2

S
5
7

鉄
骨

鉄
筋

ｺﾝ
ｸﾘ

ｰﾄ
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3
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3
6

7
△

 1
1
4
,8

6
4

庁
舎
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市

庁
舎
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車
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田
町
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地
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1
9
8
2

S
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7

鉄
骨

造
8
3
3
.9

3
6

8
ー

庁
舎

9
地
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活

性
化

室
今

津
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0
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0
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1
1
9
8
4

S
5
9

木
造
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5
5
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△
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本
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馬
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所
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舎
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渓
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鉄
筋

ｺ
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ｰ
ﾄ
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7

5
△
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舎
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所
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セ
ン
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地
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ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
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ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
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△
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ﾘ
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ﾄ
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△
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6
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・
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場
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2
△
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4

火
葬

場
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本
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渓
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馬
渓
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場
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2
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△
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△
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光
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ﾘ
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ﾄ
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第３章 施設マネジメントの方針 
 

第 1節 改修等に関する基本的な方針 

 

公共施設等の維持管理は、市民に行政サービスを提供する一つの手段であり、限られた財源の

中で持続的に行っていく必要があります。 

そのため、以下に示す視点のもと、優先順位を付けて対応の方向性を検討するものとします。 

 

 

１．安全性（施設を使用する市民に危険が及ぶ状況がないか） 

 

２．経済性（施設の維持運営に係る収支が市の財政運営に影響を及ぼしていないか） 

 

３．適合性（現在の市民ニーズや社会的要求水準に沿った施設であるか） 

 

 

１．安全性の視点 

市民が安心して公共施設等を利用できるようにするためには、法定点検や劣化診断等を適

切に行い、経年による損傷や事故を未然に防ぐ必要があります。 

第 2 章第 2 節では、対象施設の健全度が明らかになったところであり、劣化状況が著しい

公共施設等は、優先的に改修等を実施することを検討します。 

なお、躯体の健全性が確保されている公共建築物（※）は、長寿命化に向けた改修等を行

い、法定耐用年数を超えて使用することを目指すものとします。 

長寿命化のメリットとして、建替えと比較して躯体の工事が大幅に減少することにより、

コストが減少する点や、工期が短縮される点が挙げられます。 

 

※「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（文部科学省 平成 29 年 3 月 29 日）によれば、コンクリート

圧縮強度が 13.5N/m ㎡以上であれば「長寿命化が可能」としています。 
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【長寿命化のイメージ（使用年数を 80 年とした場合）】 

 
中規模修繕 長寿命化改修（大規模改修） 

経年劣化による機能回復工事 
経年劣化による機能回復工事 

耐用性、快適性、省エネ性を確保するための機能向上工事 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・トイレ改修 

・内装改修 

・設備機器改修 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・トイレ改修 

・内装改修 

・設備機器改修 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・コンクリート中性化対策 

・鉄筋の腐食対策 

・バリアフリー改修 

・外壁、屋上の断熱化改修 

・省エネルギー機器への 

更新 

※法定耐用年数は税務上の減価償却費を算定するためのものですが、物理的な耐用年数はこれより長く、適切な

維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保されていれば、70～80 年程度と言われています。この

中間年（40 年）で新築時の機能水準を超える長寿命化改修を行い、さらに、部位の更新時期に合わせて 20 年

周期で修繕を行うことで、建築物を使用している間は、求められる性能が確保されるとされています。 

 

２．経済性の視点 

一般的に、公共施設の一生に要する費用（ライフサイクルコスト）のうち、4 分の 3 は保

全や光熱水費等の維持管理費用と言われています。維持管理に係る収支（赤字）が、市の財

政運営に大きな影響を及ぼしている公共施設については、抜本的な運営方法の見直しを行う

ほか、当該施設の性質に応じて、より経済性の高い運営手法の導入を目指します。 

 

３．適合性の視点 

市民ニーズや災害予測に関する社会的要求水準等に沿った行政サービスが提供できている

かどうかの観点から検証を行い、見直しの余地があると判断される場合は、必要とされる機

能水準等のあり方を踏まえ、対応を検討するものとします。 

（機能水準） 

中規模修繕 

中規模修繕 
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第 2節 計画のフォローアップに関する基本的な方針 

刻々と変化する社会情勢のもとで、真に必要な行政サービスの提供を行っていくには、あらゆ

る視点からの議論を継続的に実施することが必要です。そのため、本計画の進捗管理は、毎年度

の予算編成事務の一環として位置付け、「中津市公共施設マネジメント推進委員会」（委員長：副

市長）において確実に行うものとします。 

 

 

 【中津市公共施設マネジメント推進委員会の概要】 

目的 「中津市公共施設管理プラン」の実施方針に基づくマネジメントを推進 

検討事項 ・公共施設の総量抑制の方針に関すること（個別施設計画の進捗管理等） 

・公共施設の長寿命化の方針に関すること 

・公共施設の効率的な運営の方針に関すること（公民連携等） 

 

 

 【予算編成事務のスケジュールイメージ】 

 
 

 

 

第 3節 計画の期間 

 

本計画の進捗管理は、毎年度の予算編成事務の一環として位置付けることから、「中津市公共

施設管理プラン」と同じような 40 年程度の長期的な計画期間ではなく、中期的な計画期間が望

ましいと考えます。 

そのため、計画期間は令和 2 年度（2020）から令和 11 年度（2029）までの 10 年間とし、フ

ォローアップの結果に応じて、柔軟に見直すものとします。 

 

  

●検討 ●要求 ●予算要求

◆建設事業費枠設定 ◆ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員会

●通知 ●集約 ●査定 ●予算案決定

◆優先度判定・事業方針検討 ◆事業採択案

（劣化診断・コスト分析等）

事業課

財政部門

公共施設

マネジメント部門

8月 9月 10月7月 1月11月 12月
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第４章 今後の対応 

 

第 1節 対応内容と実施時期 

 

市民が安心して公共施設等を利用できるようにするためには、劣化状況の著しい建物から優先

的に対応する必要があります。 

そのため、どのような対応（改修等）を行うのかという判断時期の目安を、健全度を基準とし

て以下のように定めるものとします。 

 

健全度 長寿命化改修を実施するか否かの判断時期 

40 点未満 本計画の前期 5 ヶ年の期間中 

40 点以上 75 点未満 本計画の後期 5 ヶ年の期間中 

75 点以上 築 40 年目頃まで 

 

対応内容は、第 1 章第 4 節で記した「中津市公共施設管理プラン」における基本的な方針を基

準に、市民の意見や社会情勢、当該施設の収支状況を踏まえながら検討するものとします。 

また、築 20 年目の中規模修繕は、予防保全の観点から、概ね到来時期どおりに実施するものと

します。 

 

上記を踏まえ、本計画の前期 5 年間と後期 5 年間における対応内容は、「別表２」のとおりで

す。 

具体的な対応内容が決まっていない施設については、定期的な法定点検や劣化診断により劣化

状況を把握する中で、市民の意見や社会情勢、当該施設の収支状況を踏まえながら、引き続き検

討します。 
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0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
錬

心
館

1
9
4
1

S
1
6

6
7

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

2
今

津
柔

道
場

1
9
5
8

S
3
3

4
0

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

3
中

津
市

民
プ

ー
ル

（
管

理
棟

分
）

1
9
7
2

S
4
7

4
0

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

4
中

津
市

民
プ

ー
ル

（
観

覧
席

分
）

1
9
7
2

S
4
7

4
0

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

5
中

津
体

育
セ

ン
タ

ー
1
9
8
4

S
5
9

4
5

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

6
禅

海
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
1
9
8
4

S
5
9

7
5

新
設

（
内

部
仕

上
）

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

7
コ

ロ
ナ

体
育

館
「

や
ま

く
に

ス
ポ

ー
ツ

パ
ー

ク
体

育
館

」

（
山

国
若

者
定

住
環

境
整

備
モ

デ
ル

施
設

）
1
9
8
6

S
6
1

8
4

新
設

（
内

部
仕

上
）

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

8
耶

馬
溪

海
洋

セ
ン

タ
ー

体
育

館

（
体

育
館

分
）

1
9
8
6

S
6
1

8
4

長
寿

命
化

改
修

9
耶

馬
溪

海
洋

セ
ン

タ
ー

プ
ー

ル

（
上

屋
付

プ
ー

ル
分

）
1
9
8
6

S
6
1

7
5

長
寿

命
化

改
修

1
0

裏
耶

馬
溪

屋
内

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場
1
9
9
0

H
2

7
5

1
1

深
耶

馬
体

育
館

1
9
9
2

H
4

7
5

令
和

1
4
年

度
（

2
0
3
2
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
2

中
津

市
弓

道
場

・
ア

ー
チ

ェ
リ

ー
場

1
9
9
4

H
6

7
5

令
和

1
6
年

度
（

2
0
3
4
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
3

ふ
れ

あ
い

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

1
9
9
6

H
8

7
5

令
和

1
8
年

度
（

2
0
3
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
4

中
津

東
体

育
館

1
9
9
7

H
9

7
5

新
設

（
内

部
仕

上
）

令
和

1
9
年

度
（

2
0
3
7
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
5

永
添

運
動

公
園

1
9
9
9

H
1
1

1
0

0
令

和
2
1
年

度
（

2
0
3
9
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
6

本
耶

馬
渓

武
道

場
2
0
0
1

H
1
3

1
0

0
中

規
模

修
繕

令
和

2
3
年

度
（

2
0
4
1
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
7

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

ア
リ

ー
ナ

2
0
0
7

H
1
9

1
0

0
中

規
模

修
繕

令
和

2
9
年

度
（

2
0
4
7
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
8

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

ス
タ

ジ
ア

ム
2
0
1
5

H
2
7

1
0

0
令

和
3
7
年

度
（

2
0
5
5
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
9

永
添

運
動

公
園

2
0
1
6

H
2
8

1
0

0
令

和
3
8
年

度
（

2
0
5
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
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４

．
ス

ポ
ー

ツ
・

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

系
施

設
（

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

（
観

光
）

系
施

設
）

N
o

施
設

名
称

築
年

度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
青

少
年

旅
行

村
駐

車
場

・
プ

ー
ル

1
9
7
2

S
4
7

1
0

（
廃

止
の

判
断

）

2
耶

馬
溪

グ
リ

ー
ン

パ
ー

ク
広

場
施

設
1
9
7
8

S
5
3

1
0

（
廃

止
の

判
断

）

3
洞

門
キ

ャ
ン

プ
場

1
9
7
9

S
5
4

6
6

4
耶

馬
ト

ピ
ア

1
9
9
1

H
3

6
2

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

5
奥

耶
馬

溪
憩

の
森

キ
ャ

ン
プ

場
1
9
9
1

H
3

7
5

令
和

1
3
年

度
（

2
0
3
1
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

6
西

谷
農

村
公

園
「

西
谷

温
泉

」

（
ふ

れ
あ

い
交

流
セ

ン
タ

ー
分

）
1
9
9
4

H
6

6
5

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

7
西

谷
農

村
公

園
「

西
谷

温
泉

」

（
研

修
棟

分
）

2
0
0
0

H
1
2

9
1

中
規

模
修

繕
令

和
2
2
年

度
（

2
0
4
0
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

8
八

面
山

交
流

拠
点

施
設

ふ
る

さ
と

回
想

館

「
八

面
山

荘
」

2
0
0
0

H
1
2

9
1

中
規

模
修

繕
令

和
2
2
年

度
（

2
0
4
0
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

9
や

す
ら

ぎ
の

郷
や

ま
く

に
温

泉
施

設
2
0
0
3

H
1
5

1
0

0
中

規
模

修
繕

令
和

2
5
年

度
（

2
0
4
3
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
0

深
耶

馬
温

泉
館

「
も

み
じ

の
湯

」
2
0
0
4

H
1
6

9
3

中
規

模
修

繕
令

和
2
6
年

度
（

2
0
4
4
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
1

や
か

た
地

区
交

流
拠

点
施

設

「
や

か
た

田
舎

の
学

校
」

2
0
0
6

H
1
8

9
3

中
規

模
修

繕
令

和
2
8
年

度
（

2
0
4
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
2

深
耶

馬
溪

公
共

駐
車

場
・

観
光

案
内

所
2
0
1
5

H
2
7

1
0

0
令

和
3
7
年

度
（

2
0
5
5
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
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５

．
子

育
て

支
援

施
設

N
o

施
設

名
称

築
年

度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
第

二
保

育
所

1
9
7
2

S
4
7

6
2

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

2
津

民
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
1
9
7
4

S
4
9

4
0

3
第

三
保

育
所

1
9
7
6

S
5
1

6
8

修
繕

（
外

壁
）

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

4
大

幡
児

童
ク

ラ
ブ

1
9
7
7

S
5
2

1
0

0
平

成
3
0
年

度
長

寿
命

化
改

修
済

5
第

五
保

育
所

1
9
7
8

S
5
3

8
1

修
繕

（
内

部
仕

上
）

平
成

1
5
年

度
長

寿
命

化
改

修
済

6
下

郷
保

育
所

1
9
8
4

S
5
9

4
9

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

7
山

口
保

育
所

1
9
9
5

H
7

8
4

修
繕

（
内

部
仕

上
）

令
和

1
7
年

度
（

2
0
3
5
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

8
八

千
代

保
育

園
1
9
9
7

H
9

6
9

修
繕

（
屋

根
・

外
壁

）
（

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
）

9
溝

部
保

育
所

1
9
9
8

H
1
0

7
5

令
和

2
0
年

度
（

2
0
3
8
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
0

深
秣

保
育

所
1
9
9
9

H
1
1

6
9

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
1

真
坂

保
育

所
2
0
0
0

H
1
2

7
5

修
繕

（
内

部
仕

上
）

令
和

2
2
年

度
（

2
0
4
0
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
2

豊
田

児
童

ク
ラ

ブ
2
0
1
6

H
2
8

1
0

0
令

和
3
8
年

度
（

2
0
5
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
3

村
上

記
念

童
心

館
2
0
1
8

H
3
0

1
0

0
令

和
4
0
年

度
（

2
0
5
8
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
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６
．

保
健

・
福

祉
施

設

N
o

施
設

名
称

築
年

度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
三

保
文

化
セ

ン
タ

ー
1
9
7
9

S
5
4

6
7

修
繕

（
外

壁
・

内
部

仕
上

）
（

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
）

2
鶴

居
文

化
セ

ン
タ

ー
1
9
8
0

S
5
5

5
3

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

3
中

津
市

山
国

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

1
9
8
3

S
5
8

6
4

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

4
中

津
市

本
耶

馬
渓

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
居

住
棟

分
）

1
9
9
1

H
3

7
2

（
廃

止
の

判
断

）
※

土
砂

災
害

警
戒

区
域

5
中

津
市

本
耶

馬
渓

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
分

）
1
9
9
1

H
3

7
2

修
繕

（
内

部
仕

上
）

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

6
中

津
市

耶
馬

溪
老

人
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
1
9
9
2

H
4

7
8

修
繕

（
機

械
設

備
）

令
和

1
4
年

度
（

2
0
3
2
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

7
中

津
市

耶
馬

溪
高

齢
者

セ
ン

タ
ー

1
9
9
3

H
5

7
5

令
和

1
5
年

度
（

2
0
3
3
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

8
中

津
市

三
光

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

1
9
9
7

H
9

7
5

複
合

化

9
中

津
市

本
耶

馬
渓

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

1
9
9
7

H
9

7
5

令
和

1
9
年

度
（

2
0
3
7
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
0

中
津

市
山

国
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
本

館
分

）
1
9
9
7

H
9

6
5

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
1

中
津

市
山

国
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

（
新

館
分

）
2
0
0
4

H
1
6

9
3

中
規

模
修

繕
令

和
2
6
年

度
（

2
0
4
4
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
2

中
津

市
耶

馬
溪

生
活

支
援

ホ
ー

ム
2
0
0
6

H
1
8

9
3

中
規

模
修

繕
令

和
2
8
年

度
（

2
0
4
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
3

豊
寿

園
2
0
1
6

H
2
8

1
0

0
令

和
3
8
年

度
（

2
0
5
6
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
4

山
国

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

2
0
1
7

H
2
9

1
0

0
令

和
3
9
年

度
（

2
0
5
7
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断



 

33 

 

  
７

．
産

業
系

施
設

N
o

施
設

名
称

築
年

度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
地

場
産

業
開

発
研

究
試

作
施

設
1
9
8
2

S
5
7

7
2

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

2
道

の
駅

や
ま

く
に

交
流

セ
ン

タ
ー

1
9
9
2

H
4

7
5

修
繕

（
内

部
仕

上
）

令
和

1
4
年

度
（

2
0
3
2
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

3
耶

馬
溪

交
流

プ
ラ

ザ
「

郷
の

駅
」

2
0
0
8

H
2
0

1
0

0
中

規
模

修
繕

令
和

3
0
年

度
（

2
0
4
8
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

4
道

の
駅

な
か

つ

（
ト

イ
レ

・
情

報
休

憩
室

分
）

2
0
1
3

H
2
5

1
0

0
令

和
3
5
年

度
（

2
0
5
3
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

5
道

の
駅

な
か

つ

（
レ

ス
ト

ラ
ン

分
）

2
0
1
4

H
2
6

1
0

0
令

和
3
6
年

度
（

2
0
5
4
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断
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８

．
行

政
系

施
設

・
供

給
処

理
施

設

N
o

施
設

名
称

築
年

度

(西
暦

)

築
年

度

(和
暦

)

健
全

度

(1
0

0
点

満
点

)

令
和

2
年

度
(2

0
2
0
)～

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
)

【
前

期
5
ヵ

年
】

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
)～

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
)

【
後

期
5
ヵ

年
】

備
考

1
中

津
市

庁
舎

分
室

1
9
4
7

S
2
2

4
3

（
廃

止
の

判
断

）

2
三

光
支

所
1
9
7
0

S
4
5

5
3

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

3
消

防
署

耶
馬

溪
分

署
庁

舎
1
9
7
4

S
4
9

7
7

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

4
消

防
本

部
・

消
防

署
庁

舎
1
9
7
6

S
5
1

6
0

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

5
耶

馬
溪

支
所

（
庁

舎
分

）
1
9
8
0

S
5
5

5
2

複
合

化

6
耶

馬
溪

支
所

（
旧

保
健

セ
ン

タ
ー

分
）

1
9
8
0

S
5
5

5
2

複
合

化

7
中

津
市

庁
舎

（
庁

舎
分

）
1
9
8
2

S
5
7

6
7

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

8
中

津
市

庁
舎

（
車

庫
分

）
1
9
8
2

S
5
7

6
8

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

9
地

域
活

性
化

室
1
9
8
4

S
5
9

4
0

廃
止

1
0

本
耶

馬
渓

支
所

（
庁

舎
分

）
1
9
8
8

S
6
3

7
5

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
1

本
耶

馬
渓

支
所

（
旧

保
健

セ
ン

タ
ー

分
）

1
9
8
8

S
6
3

7
5

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
2

な
か

つ
情

報
プ

ラ
ザ

1
9
9
0

H
2

7
7

令
和

1
2
年

度
（

2
0
3
0
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
3

山
国

支
所

1
9
9
5

H
7

7
2

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
4

中
津

市
風

の
丘

葬
斎

場
1
9
9
6

H
8

7
2

修
繕

（
電

気
設

備
）

（
長

寿
命

化
改

修
の

判
断

）

1
5

本
耶

馬
渓

町
火

葬
場

1
9
9
6

H
8

7
5

令
和

1
7
年

度
（

2
0
3
5
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
6

清
浄

苑
2
0
0
3

H
1
5

9
1

中
規

模
修

繕
令

和
2
3
年

度
（

2
0
4
1
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断

1
7

消
防

署
東

部
出

張
所

庁
舎

2
0
1
4

H
2
6

1
0

0
令

和
3
6
年

度
（

2
0
5
4
）

頃
ま

で
に

長
寿

命
化

改
修

の
判

断



 

35 

 

第２節 対応費用と効果額の見通し 

 

対応費用の見通しは、以下の条件で試算します。 

 

・計画期間 10 年間を二分し、前半 5 年間の累積額と後半 5 年間の累積額を試算する。 

・概算費用が明らかになっている事業は、その概算額を採用する。 

・概算費用が明らかになっていない事業は、第 3 章第 1 節におけるイメージ図の条件で長寿命化を

行うものと仮定し、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（文部科学省 平成 29 年 3 月

29 日）を参考に、「延床面積×施設別単価」で算出し、改修等の単価は以下のとおりとする。 

 

【中規模修繕】 

建築後 20 年目・60 年目 

【長寿命化改修】 

建築後 40 年目 

建替え（更新）の 25％ 建替え（更新）の 60％ 

 

・その他の試算条件は、「中津市公共施設管理プラン」に記載した試算に準じるものとし、施設別

単価は以下のとおりとする。 

 

施設類型（大分類） 
【中規模改修】 

建築後 20 年目・60 年目 

【長寿命化改修】 

建築後 40 年目 

【建替え（更新）】 

建築後 80 年目 

市民文化系施設 3 万円／㎡ 6 万円／㎡ 11 万円／㎡ 

社会教育系施設 3 万円／㎡ 8 万円／㎡ 13 万円／㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 3 万円／㎡ 8 万円／㎡ 14 万円／㎡ 

子育て支援施設 2 万円／㎡ 5 万円／㎡ 9 万円／㎡ 

保健・福祉施設 4 万円／㎡ 9 万円／㎡ 14 万円／㎡ 

産業系施設 2 万円／㎡ 4 万円／㎡ 7 万円／㎡ 

行政系施設 5 万円／㎡ 12 万円／㎡ 20 万円／㎡ 

供給処理施設 19 万円／㎡ 46 万円／㎡ 76 万円／㎡ 

※鉄骨造及び木造の建物は、劣化状況に応じて 60 年目に建替えるケースも想定する。 
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本計画による効果額の見通しは、単純更新費用（「中津市公共施設管理プラン」にて試算した

内容、次ページに試算方法を再掲）と前ページによる対応費用との差とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果額（削減額）の試算結果は以下のとおりとなりました。 

後期 5 ヶ年の対応費用は、具体的な対応内容が明らかになっていない建物がほとんどであるた

め、単純更新した場合の費用と同等規模であるとして仮置きしています。 

この結果、10 年間の合計では、約 31 億円の効果が見込まれます。 

 

（単位：千円） 

 ～令和 6 年度(2024) 

【前期 5 ヵ年】 

～令和 11 年度(2029) 

【後期 5 ヵ年】 
10 年間合計 

単純更新費用（Ａ） 4,410,543 4,845,536 9,256,079 

本計画による対応費用（Ｂ） 1,298,264 4,845,536 6,143,800 

効果額（Ａ－Ｂ） 3,112,279 0 3,112,279 

 

毎年度実施するフォローアップ（第 3 章第 2 節）を通じて、効果額の推移に注視するととも

に、本計画の目的（第 1 章第 1 節）が達成できるよう、施設マネジメントを実施します。 

 

 

単位：千円 
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＜参考＞ 「中津市公共施設管理プラン」における改修等費用の試算方法 

 

総務省および一般財団法人地域総合整備財団が提供する「公共施設等更新費用試算ソフト

Ver2.10」の考え方に従い、以下の条件で行いました。 

 

・更新費用の算出は「延床面積（㎡） × 施設別単価」で算出する。 

・更新は同じ延床面積で行う。 

・耐用年数の到達年度に更新に着手する（3 か年事業）。 

・耐用年数は 60 年とする（日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」）。 

・耐用年数の半分（建築後 30 年）で大規模改修に着手する（2 か年事業）。 

・大規模改修における施設別単価は、施設別更新単価の 60％とする。 

・建築後 31 年以上 50 年未満（推計時に大規模改修時期が到達している建物）は、推計初年度から

10 年間かけて均等に大規模改修を行う。 

・建築後 51 年以上 60 年未満（推計時に大規模改修時期が到達している建物）は、建替え時期が近

いので大規模改修を行わない。 

・建築後 61 年以上（推計時に耐用年数が到達している建物）は、推計初年度から 10 年間かけて均

等に建替えを行う。 

・施設別単価は、「地域総合整備財団」が示した単価ではなく、新基準の地方公会計に移行するた

めに整備している本市の「固定資産台帳」の評価額から算出した単価を採用する。 

・大規模改修を実施した建物は、建築後 30 年目の大規模改修費用を計上しない。 
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第 3節 PPP 導入に関する基本的な方針 

 

公共施設等の老朽化問題へ対応するには、まちづくりや財源等の様々な要素が複雑に絡んでい

るため、行政だけで解決策を見出すことが困難な状況になっています。 

そこで、本市は、本計画を推進する手法の一つとして、公民連携（PPP：Public－Private－

Partnership）の考え方を積極的に導入し、次の視点に基づいて検討するものとします。 

 

１．行政サービスの高度化 

民間事業者等の高度かつ専門的な知識、技術及びノウハウを活用することにより、行政だ

けでは生み出すことのできない多様な価値を創出し、行政サービスの高度化を図ります。 

 

 

２．地域経済の活性化 

民間事業者等の新たな事業機会の拡大を促進し、雇用の創出や都市部からの移住者の増、

交流人口の増等を図ることで、地域経済の活性化を図ります。 

 

 

３．行政経営資源の効果的配分 

民間事業者等のノウハウが十分に発揮できる環境を構築することで、“行政の財政負担軽

減”と“民間事業者等の収益増”というお互いが WIN-WIN の関係となる仕組みを目指すととも

に、他の解決すべき地域の課題へ対応できるよう、PPP の導入によって捻出された行政職員

のマンパワーと財源を他の行政分野へ効果的に配分します。 

 

 

４．公民対等の関係づくり 

民間事業者等は行政とともに地域課題を解決するパートナーであることから、行政と民間

業者がお互いに信頼関係を築けるような仕組みづくりに努めるとともに、民間事業者等の知

的財産の保護に十分に配慮します。 

PPP の具体的な導入内容として、公共施設等を担う手法（指定管理者制度、包括管理委託

制度等）や、公共施設等の設計・建設・運営を一括して担う手法（PFI、DBO 等※）等があ

りますが、どのような事業手法を採用すれば課題解決につながるのか、事前の調査が重要で

す。 

 

※PFI（Private－Finance－Initiative）：民間が資金調達し、民間が公共施設等の設計、施工、運営等を行う 

※DBO（Design－Build－Operate）：行政が資金調達し、民間が公共施設等の設計、施工、運営等を行う 

 

 



 

39 

 

そのため、着手までに十分な検討期間を確保できる事業については、以下のような手法に

より、積極的に調査を行うものとします。 

 

なお、PPP/PFI 事業の案件形成を目指して設置された「地域プラットフォーム」がサウン

ディング型市場調査（官民対話）を開催する場合は、その機会を積極的に活用するものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【官民対話（オープン方式）のイメージ】     【「地域プラットフォーム」の概念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サウンディン

グ型市場調査 

（官民対話） 

行政だけで整備手法、公募条件、運用方法等を検討するのではなく、公

募参加による民間事業者等との対話の場を設け、整備内容や運用方法に

ついての意見やアイデアを広く聞き、市場性を確認した上で、今後の事

業内容を検討するもの。 

民間提案制度 民間活力の活用の可能性がある公共施設等について、公平性を担保しつ

つ、民間事業者等から任意の事業提案を求め、本市の施策や公共施設等

マネジメントの方針に合致する内容であれば、民間事業者との対話を経

て事業化を検討するもの。 


